
熊本県被災宅地危険度判定士等登録要綱

平成 15年 10月 21日 制定

(趣旨)

第 1条 この要綱は、熊本県被災宅地危険度判定実施要綱第 2条第 5号に規定する被災宅

地危険度判定士 (以下「宅地判定士」という。)及び、同条第 7号に規定する被災宅地危

険度判定業務調整員 (以下 「判定調整員」という。)の登録に関し必要な事項を定める。

(用語の定義 )

第 2条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める‐

ところによる。

(1)宅 地 宅造成等規制法 (昭和 36年法律第 191号)第 2条第 1号に規定する宅地の

うち住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める

建築物等の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地をいう。

(2)被災宅地危険度判定 宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し:変

状項目ごとの配点から危険度を分類することをいう。             |
(3)宅 地判定士 被災宅地危険度判定を実施する者として、この要綱に基づき知事が被

災宅地危険度判定士として登録した者をいう。

(4)判定調整員 危険度判定実施本部と宅地判定士との連絡調整等を実施する者として、

この要綱に基づき知事が被災宅地危険度判定業務調整員として登録した者をいう。

(5)被災宅地危険度判定連絡協議会 都道府県相互の支援等に関して事前に都道府県間

の調整を行い、被災宅地危険度判定の実施体制の整備を図るために設置された組織を

いう。

(登録の対象)

第 3条 県内に居住又は勤務するもののうち、次のいずれかに該当するものが、第 12条

第 1項に規定する講習会を修了した場合には、宅地判定士としての登録をすることがで

きる。

(1)宅地造成等規制法施行令 (昭和 37年政令第 16号)第 18条各号又は都市計画法施

行規則 (昭和 44年建設省令第 49号 )第 19条第 1号イから卜に該当するもの

(2)国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であつた者で、土木、建築又は宅地

開発に関する技術に関して 3年以上の実務経験を有するもの

(3)国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であつた者で、土木、建築又は宅地

開発に関して 10年以上の実務経験を有し、特に知事が認めたもの

2 知事は、前項の規定にかかわらず、県内に居住又は勤務する者で、前項各号に定める

者と同等以上の知識及び経験を有していると認めた者に宅地判定士の登録申請をさせる

ことができる。



(登録証の手続き)

第 4条 前条に規定する登録申請資格を有する者で、宅地判定士の登録を受けようとする

者は、被災宅地危険度判定士登録申請書 (様式第 2号。以下「登録申請書」という。)を

知事に提出しなければならない。

2 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が添付の

省略を認めたものについては、この限りではない。

(1)第 12条第 2項の受講修了証の写し

(2)前条第 1項第 1号及び第 2項 に該当する者については、各々の登録要件を証明する

書類 :

(3)前条第 1項第 2号又は、第 3号及び第 2項 に該当する者につぃては、実務経験証明

書 (様式第 3号 )

(4)申請者の写真 1枚 (申請前6月 以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦 3

センチメー トル、横 2セ ンチメートルの写真)                 .
(5)前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(宅地判定士の登録)

第 5条 知事は、前条第 1項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った

もの (以下申請者とぃう。)が宅地判定士として適当であると認めたときは、被災宅地危

険度判定士名簿 (以下「宅地半1定士名簿Jと いう。)に登載するとともに申請者に対して、

被災宅地危険度判定士登録証 (様式第4号。以下「登録証」という。)を交付し、宅地判

定士として適当でないと認めたときは、登録することができない旨を申請者に通知する

ものとする。

(登録事項の変更)

第 6条 宅地判定士は、第 4条第 1項の規定により申請した事項のうち、次に掲げる事項

に変更があつたときは、被災宅地危険度判定士名簿記載事項変更届 (様式第 5号。以下

「変更届」という。)及び登録証を知事に提出しなければならない。 ,

(1)氏名             ,、
(2)居住地及び電話番号

(3)勤務先の名称、所在聾及び電話番号「

2 知事は、前項の届出があった場合においては、宅地判定士名簿を訂正し、必要に応じ

記載事項を変更した登録証を新たに交付するものとする。

(登録証の更新)       i
第 7条 第 5条の規定による宅地判定士の登録 (以下登録という。)の有効期間は、当該登

録を受ける者が、最後に受講した講習会の修了の日から5年を経過した日の属する年度

の末日までとする。                         .
2 登録の有効期間終了後も、引き続き宅地判定士として熊本県被災宅地危険度判定実施



要綱による危険度判定の実施に協力しようとする者は、登録の更新をすることができる。

3 前項の規定により登録の更新をしようとする者は、登録の有効期間の終了する日まで

に、第 12条第 1項に規定する講習会を受講した (知事が講習会を受講したと同等の知

識を有すると認めた者を除く)後に、知事に被災宅地危険度判定士登録更新申請書 (様

式第 6号)を提出することにより、登録を更新することができる。

4 知事は、前項の更新申請書等の提出を受けたときは、速やかに登録を行うものとする。

5 前項の登録の有効期間は、前項の登録が完了した日から5年 を経過した日の属する年

度の末日とする。

(登録証の再交付)

第 8条 宅地判定士は、登録証を紛失した場合には、被災宅地危険度判定士登録証再交付

申請書 (様式第 7号)に より知事に再交付を申請することができる。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、申請者に登録証を再交付するものと

する。

3 前項の規定により登録証の再交付を受けた宅地判定士は、紛失した登録証を発見した

ときは、速やかに前項の規定により再交付をうけた登録証を知事に返納しなければなら

ない。

(登録の辞退)

第 9条 宅地判定士は、登録を辞退しようとするときは、被災宅地危険度判定士登録辞退

届 (様式第 8号)に登録証を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、登録を取り消すものとする。

(登録の取消)

第 10条 知事は、宅地判定士として登録されている者に、宅地判定士としてふさわしく

ない行動があつたと認めた場合は、登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消された宅地判定士は、速やかに登録証を知事に返納し

なければならない。

(判定調整員の登録)

第 11条 知事は、宅地判定士のうち、適当と認められる者を判定調整員として登録する

ものとする。

2 前項の登録は、宅地判定士名簿に判定調整員である旨及び認定年月日を記載すること

により行うものとする。

(講習会)

第 12条 県の宅地判定士の登録若しくは登録の更新をしようとする者が受講する講習会

は、次にかかげるいずれかの講習会とする。



(1)県が、市町村の協力を得て危険度判定に必要な知識及び技能向上のために開催する

講習会

(2)被災宅地危険度判定連絡協議会の開催する講習会

2 知事は、前項第 1号の講習会の受講を終了したものに対し、受講修了証 (様式 9号 )

を発行する。

(宅地判定士等名簿)

第 13条 知事は、第 5条、第 6条第 2項、第 7条第 4項、第 9条第 2項、第 10条第 1項

第 11条第 1項に規定する手続きを行った場合には、速やかにその内容を被災宅地危険

度判定連絡協議会会長に通知する。

(委任)

第 14条  この要綱に定めるほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成 15年 10月 21日 から施行する。



熊本県被災宅地危険度判定実施要綱

平成 15年 10月 21日 制定

(目 的)

第 1条 この要綱は、市町村において、災害対策本部が設置されることとなる規模の地震

又は降雨等の災害 (以下「大地震等」という。)により、宅地が大規模かつ広範囲に被災

した場合に、被災宅地危険度判定士 (以下「宅地判定士」という。)を活用して被害の発

生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって二次災害を軽減、

防止し住民の安全の確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

(1)宅地 宅地造成等規制法 (昭和 36年法律第 191号)第 2条第 1号に規定する宅地の

うち住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める

建築物等の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地をいう。

(2)被災宅地危険度判定 宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、変

状項目ごとの配点から危険度を分類することをいう。

(3)危険度判定実施本部 危険度判定を実施するために被災した市町村に設置する組織

をいう。'        '

(4)危険度判定支援本部 被災した市町村の実施する危険度判定活動を支援するために、

県の土本部建築課に設置する組織をいう。

(5)宅地判定士 被災宅地危険度判定を実施する者として、熊本県被災宅地危険度判定

士等登録要綱 (以下「登録要綱」という。)に基づき知事が被災宅地危険度判定士とし

て登録した者をいう。

(o被災宅地危険度判定連絡協議会 都道府県相互の支援等に関して事前に都道府県間

の調整を行い、被災宅地危険度判定の実施体制の整備を図るために設置された組織を

いう。

(つ 被災宅地危険度判定業務調整員 (以下「判定調整員」という。)危 険度判定実施本

部と宅地判定士との連絡調整等を実施する者として、登録要綱に基づき知事が被災宅

地危険度判定業務調整員として登録した者をいう。

(県の事前準備)         |
第 3条 知事は、危険度判定の実施に関する事項について、県内の市町村及び関係団体等

と協議し、調整に努める。

2 知事は、市町村の協力を得て危険度判定に関する講習会を開催し、宅地判定士の養成

に努める。

3 知事は、登録要綱に基づき、宅地判定士と判定調整員の登録及び更新に関する事務を

行う。



4 知事は、国、他の都道府県及び関係団体等と連携して、危険度判定の円滑な実施のた

め危険度判定支援本部設置等体制の整備を行う。

5 知事は、危険度判定について、住民に周知させるため必要な処置を講じる。

(市町村の事前準備)

第 4条 市町村長は、危険度判定の実施に関する事項についてゃ、県と協議し、調整に努め

る。

2 市町村長は、危険度判定の円滑な実施のため、危険度判定実施本部設置等体制の整備

を行う。

3 市町村長は、危険度判定について、住民に周知させるため必要な処置を講じる。

(宅地判定士の事前準備)

第 5条 宅地判定士は、常に危険度判定に関する知識の習熟に努める。

2 宅地半1定士は、危険度判定の円滑な実施のため、県及び市町村が行う体制整備に協力

するよう努める。

(危険度判定の実施)

第 6条 市町村長は、大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、危険度半1

定の実施を決定する。

2 市町村長は、危険度判定の実施を決定した場合は、危険度判定の対象となる区域及び

宅地を定める。

3 市町村長は、危険度判定の実施のための支援を知事に要請することができる。

4 知事は、市町村長から支援要請を受けた場合は、宅地判定士に協力を要請する等、支

援措置を講じる。

5 市町村長は、宅地判定士の協力のもとに、危険度判定を実施する。

6 市町村長は、宅地判定士が実施する危険度判定及び危険度判定の実施に伴い生ずる責

任を負うものとする。

7 被災の規模等により市町村長が危険度判定の実施に関する事務を行うことができなく

なったときは、知事は、危険度判定の実施に関し必要な措置を講じる。

(判定結果の表示等)

第 7条 市町村長は、二次災害を防止し、又は軽減するために、危険度判定の結果を当該

宅地に表示する等、必要な措置を講じる
`

2 前項の規定による危険度判定結果の表示は、被災宅地危険度判定連絡協議会の定める

手弓1に よる。

(他の都道府県等に対する支援要請)

第 8条 知事は、市町村長から支援要請を受けた場合で、被災の規模等により必要がある

と認めるときは、国土交通省及び、他の都道府県知事等に対し危険度判定の実施のため



の支援を要請することができる。

(資機材の調達及び備蓄)

第 9条 県、市町村及び関係団体等は、危険度判定用資機材の調達及び備蓄に努める。

(他の都道府県に対する支援)

第 10条 知事は、他の都道府県知事から危険度判定実施のための支援要請があった場合

は、宅地判定士の派遣等、支援措置を講じる。

(判定調整員の業務)

第 11条 半1定調整員は、危険度判定実施本部と宅地判定士との連絡調整、危険度判定の

実施に係る宅地判定士の指導監督、危険度判定結果の集計及び危険度判定実施本部長へ

の報告等を行う。

(委任)      .
第 12条  この要綱に定めるほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成 15年 10月 21日 から施行する。



筋 幣 駒

熊本県被災宅地危険度判定士資格要件

枠 ″該当表

資格要件該当別

①熊本県被災宅地危険度判定士等登録要綱第 3条第 1項第 1

該当    '
宅地造成等規制法施行令第 17条又は都市計画法施行規則第 19

第 1号イから卜に規定する設計者の資格を有するもの。

口万

条

②熊本県被災宅地危険度判定士等登録要綱第 3条第 1項第 2

号該当

国又は地方公共団体等の職員 (職員であつた者を含む)で、国又は

地方公共団体の職員として土木、建築又は宅地開発に関する技術に関

して 3年以上の実務経験を有するもの。

③熊本県被災宅地危険度判定士等登録要綱第 3条第 1項第 3

号該当
国又は地方公共団体等の職員 (職員であつた者を含む)で、国又は

地方公共団体の職員として宅地開発に関して 10年以上の実務経験を

有し、知事の認定を受けているもの。

④熊本県被災宅地危険度判定士等登録要綱第3条第2項該当
県内に居住、勤務する者で前項各号に定める者と同等以上の知識

経験を有していると知事が認めた者。

※該 当 方a翁 鍛 イ

① 登録要綱第 3条第 1項第 (1)号

イ 大学卒業者  :宅造令第 18条第 1号、都計規則第 19条第 1号イ該当

大学 (短大を除く)又はI日 大学で、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木、

建築又は宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務経験を有する者

口 3年課程の短期大学卒業者 :宅造令第 18条第2号、都計規則第 19条第 1号 口該当

短大で正規の土木又は建築の修業年限三年以上の課程 (夜 間を除く)を修めて卒業した後、土木、

建築又は宅地開発の技術に関して三年以上の実務の経験を有する者

ハ 短期大学、高等専門学校卒業者 :宅造令第 18条第3号、都計規則第 19条第 1号ハ該当

前項以外の短大、高等専門学校、旧専門学校で正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業し

た後、土木、建築又は宅地開発の技術に関し四年以上の実務の経験を有する者

二 高等学校卒業者 :宅造令第 18条第4号、都計規則第 19条第 1号二該当

高等学校又は旧中等学校において正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後土木(建
築又は宅地開発の技術に関して七年以上の実務経験を有する者

ホ 技術士 :都計規則第 19条第 1号ホ該当

技術士法における第二次試験において技術部門を建設部門とするものに合格した者及び技術部門

を水道部門又は衛生ェ学部門をするものに合格し、合格の後宅地開発に関する技術に関し二年以上

の実務経験を有する者                         、

ヘ ー級建築士 :都計規則第 19条第 1号へ該当
一級建築士の資格を有する者

卜 認定講習会修 了者 :宅造告示第 4号、都計告示 38第 2号該当

宅地開発に関する技術に関する七年以上の実務経験を含む土木、建築、都市計画、造園に関する

十年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が指定する講習を修了した者

②登録要綱第 3条第 1項第 (2)号
上表のとお り

③ 登録要綱第 3条第 1項第 (3)号
上表のとおり

④ 登録要綱第 3条第 2墳  (向等以上め知識経験を有していると知事が認めた者)

1級土木施工管理技士を取得し、土木、建築に関する七年以上の実務経験を有する者


